
 

横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表 

 

 

旧 新 

   （第１条から第16条まで省略）    （第１条から第16条まで省略） 

 （特定工程の指定） 

第17条 （第１項省略） 

２ 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築

物又は建築物の部分については、適用しない。 

   （第１号省略） 

 (2) 法第85条第５項又は第６項に規定する仮設

興行場等 

   （第17条の２から第26条まで省略） 

 （特定工程の指定） 

第17条 （第１項省略） 

２ 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築

物又は建築物の部分については、適用しない。 

   （第１号省略） 

 (2) 法第85条第６項又は第７項に規定する仮設

興行場等 

   （第17条の２から第26条まで省略） 


